
は
じ
め
に

　

越
後
屋
に
よ
る
呉
服
販
売
に
は
、
原
材
料
仕
入
・
呉
服
物
生
産
か
ら
商
品
流

通
に
至
る
ま
で
実
に
様
々
な
出
入
業
者
が
関
っ
て
お
り1

、
こ
れ
ら
を
組
織
し
管

理
に
あ
た
っ
た
本
店
に
は
業
種
ご
と
に
多
く
の
同
業
者
組
織
が
把
握
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
出
入
人
と
御
店
（
越
後
屋
）
は
、「
被
雇
用
者
と
雇
用
主
」
の
関

係
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
で
代
銀
の
前
借
に
よ
る
「
債
務
者
と
債

権
者
」
の
間
柄
で
も
あ
っ
た
た
め
、
業
務
委
託
時
の
交
渉
に
お
い
て
御
店
の
発

言
が
強
く
影
響
し
た2

。

　

前
払
い
に
よ
り
生
じ
た
原
材
料
・
細
工
物
の
納
入
義
務
を
、『
三
井
事
業
史
』

は
出
入
人
へ
の
実
質
的
な
支
配
と
見
て
お
り3

、
こ
れ
は
両
者
の
関
係
を
捉
え
る

上
で
長
ら
く
一
般
的
な
解
釈
と
さ
れ
て
き
た
。
生
産
者
優
位
で
進
ん
だ
京
都
西

陣
の
絹
織
物
取
り
引
き
は
、
十
七
世
紀
末
か
ら
流
通
業
者
優
位
へ
と
転
じ
る4

が
、
そ
の
主
導
権
移
動
も
こ
う
し
た
「
先
金
廻
し
」
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ

り
、
生
産
者
に
よ
る
前
借
は
江
戸
の
呉
服
流
通
の
転
換
期
を
読
み
解
く
前
提
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
支
配
」
の
実
相
に
具
体
事
例

（1）

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

　
　
　

三
井
越
後
屋
呉
服
店
出
入
業
者
の
連
帯
　
―
請
負
証
文
と
仲
間
願
書
か
ら
―

�

田＊　
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直　

人　
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anaka　
　
　
　

要
　
　
旨　
越
後
屋
呉
服
店
に
は
、
製
造
流
通
に
お
け
る
高
度
な
分
業
体
制
を
支
え
る
べ
く
多
種
多
様
な
業
者
が
出
入
し
た
が
、
そ
の
主
だ
っ
た
者
は
保
証
人
と
と
も
に

損
難
や
遅
滞
に
つ
い
て
全
て
の
責
め
を
負
い
、
御
店
に
は
一
切
の
迷
惑
を
か
け
な
い
と
い
う
業
務
請
負
の
契
約
を
結
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
越
後
屋
に
遺
る
出
入
人
の
願

書
を
具
に
見
て
ゆ
く
と
、
困
窮
難
儀
し
た
業
者
か
ら
問
題
の
解
決
を
御
願
さ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
る
例
が
散
見
す
る
。
こ
れ
は
、
御
店
最
大
の
関
心
が
流
通
実
績
の
維
持
に

あ
り
、
実
際
的
で
弾
性
的
な
制
度
運
用
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。
ま
た
、
出
入
人
が
業
務
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
製
造
・
流
通
環
境
の
整
備
に
お

い
て
も
出
入
人
の
連
帯
に
よ
る
願
上
を
御
店
が
受
け
入
れ
る
形
で
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
同
じ
く
利
益
の
最
大
化
を
目
指
す
中
で
そ
の
困
窮
に
手
を
差
し
伸
べ
る
御
店

の
姿
が
う
か
が
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　
　

越
後
屋
呉
服
店　

請
負　

仲
間

＊��

本
学
助
教　

日
本
史
学



を
挙
げ
て
言
及
し
た
論
考
は
殆
ど
な
く
、
枠
組
み
を
示
し
た
『
三
井
事
業
史
』

以
降
、
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
出
入
業
者
が
御
店
依
頼
を
ど
う
受
容
し
て
い
た
か
、
ま
た
御
用
を

果
た
す
上
で
の
製
造
・
流
通
環
境
の
整
備
を
如
何
に
要
請
し
て
い
た
か
を
、

「
請
負
証
文
」
と
「
仲
間
願
書
」
の
記
述
を
引
き
な
が
ら
示
し
、
御
店
と
出
入

業
者
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
御
店
依
頼
の
請
負
に
つ
い
て

　

出
入
業
者
は
様
々
な
文
書
に
お
い
て
、
御
用
を
承
る
こ
と
で
渡
世
相
続
が
可

能
と
な
っ
た
旨
を
感
謝
の
言
と
と
も
に
記
す
が
、
こ
れ
は
巨
大
な
販
路
を
有
し

製
品
の
大
量
販
売
が
可
能
な
越
後
屋
と
、
そ
こ
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は

じ
め
て
生
業
維
持
が
可
能
と
な
る
仕
入
・
生
産
・
加
工
業
者
の
関
係
を
端
的
に

示
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
れ
は
御
用
か
ら
外
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
渡
世
の
困
難

さ
を
想
像
さ
せ
、
御
用
依
頼
を
受
注
し
続
け
る
こ
と
へ
の
関
心
の
高
さ
を
示
す

も
の
と
も
い
え
る
。

　

以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
に
布
問
屋
大
野
屋
平
左

衛
門
が
布
仕
入
れ
を
行
う
「
御
店
買
方
」
に
任
命
さ
れ
た
際
に
提
出
し
た
請
負

証
文
（
史
料
Ａ5

）
で
あ
る
。
御
店
が
依
頼
し
た
御
用
が
、
職
能
を
頼
り
に
生
き

る
渡
世
者
た
ち
に
如
何
に
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
か
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

（
本
文
は
改
行
箇
所
を
意
識
せ
ず
引
用
す
る
。
以
下
史
料
全
て
同
じ
。）

　
（
史
料
Ａ
）

請
負
証
文
之
事

一�

、
布
問
屋
大
野
屋
平
左
衛
門
義
、
御
店
買
方
之
儀
被
仰
付
被
下
候
様
御

願
申
上
候
処
、
此
度
御
聞
届
買
方
被
仰
付
被
下
、
外
聞
旁
忝
奉
存
候
、

尤
右
御
仕
入
布
被
仰
付
候
ニ
付
、
前
銀
何
程
ニ
而
茂
御
渡
可
被
下
候
、

万
一
右
銀
子
相
滞
候
歟
、
又
者
如
何
様
之
差
閊
出
来
候
共
、
私
共
ヨ
リ

急
度
勘
定
相
立
可
申
候
、
御
店
仕
入
布
之
儀
者
江
戸
御　

城
内
御
用
其

外
諸
御
大
名
様
方
御
誂
之
布
類
入
交
有
之
儀
ニ
候
得
者
、
仮
令
水
火
之

難
、
或
者
盗
人
ニ
出
合
候
儀
有
之
候
共
、
右
代
り
布
買
立
、
少
し
茂
無

遅
滞
相
渡
可
申
候
、
勿
論
布
之
風
合
又
者
時
々
直
段
外
々
と
御
見
合
之

上
、
若
見
劣
り
候
ハ
ヽ
外
問
屋
直
段
之
通
御
引
可
被
下
候
、
其
上
ニ
茂

御
店
御
勝
手
ニ
相
叶
不
申
義
御
座
候
ハ
ヽ
、
買
方
必
至
と
御
止
メ
被
成

候
共
重
而
御
願
申
上
間
鋪
候
、
仍
而
為
後
証
請
負
証
文
如
件

　

延
享
元
年
甲子
九
月

　
　
　
　
　
　
　

三
井
八
郎
左
衛
門
殿
御
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
支
配
人
中

　

江
戸
城
内
や
大
名
か
ら
の
依
頼
品
を
誂
え
る
た
め
の
布
の
買
い
付
け
を
負
っ

た
大
野
屋
が
、
費
用
と
な
る
銀
子
の
前
借
を
要
請
す
る
と
同
時
に
い
く
つ
か
の

譲
歩
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
証
文
特
有
の
形
式
で
は
な
く
、
他
の
多
く

の
御
用
業
者
も
同
様
に
記
し
た
、
い
わ
ば
定
型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

請
負
の
性
質
を
読
み
解
く
上
で
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
そ
の
差
出
人
で
あ

る6

。
本
文
書
で
は
記
載
を
欠
く
た
め
他
の
証
文
を
参
照
す
る
と
、
御
用
を
受
け

る
当
事
者
と
共
に
、
同
業
者
か
ら
な
る
「
請
人
」
数
名
が
連
署
し
、
銀
子
が

滞
っ
た
際
に
は
こ
れ
ら
が
支
え
て
勘
定
を
果
た
す
と
約
さ
せ
て
い
る
。
即
ち
こ

れ
は
、
貸
し
倒
れ
の
リ
ス
ク
を
回
避
せ
ん
と
し
た
御
店
の
意
向
を
汲
み
出
入
業

者
が
用
意
し
た
、
同
業
者
内
の
互
助
機
能
で
あ
る
。
零
細
な
出
入
業
者
た
ち

は
、
普
段
か
ら
運
転
資
金
や
物
品
な
ど
を
融
通
し
合
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る

が
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
連
帯
は
御
店
か
ら
の
受
注
に
お
い
て
も
重
要
な
機
能
を

（2）



果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
御
店
買
方
の
役
割
が
出
入
業
者
側
が
依
頼
を
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と

の
理
解
に
も
注
意
を
要
す
る
。
取
り
引
き
の
あ
る
職
方
の
経
営
状
況
を
細
部
ま

で
把
握
し
て
い
た
京
本
店
の
例7

も
あ
る
た
め
、
事
前
調
査
と
こ
れ
に
基
づ
く
示

唆
や
呼
び
か
け
が
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
が
、
証
文
の
定
型
文
に
記
さ
れ
る

労
使
共
通
の
認
識
は
、
職
方
が
「
御
願
」
を
申
し
上
げ
、
御
店
が
「
御
聞
届
」

に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
請
負
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
確
認
さ
せ
る

事
実
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
点
言
及
し
た
い
の
は
大
野
屋
側
か
ら
示
さ
れ
た
譲
歩
項
目
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
水
火
・
盗
難
な
ど
損
難
が
生
じ
た
場
合
は
全
て
大
野
屋
側
が
補
填

す
る
こ
と
、
直
段
が
見
劣
り
す
る
際
に
は
大
野
屋
が
そ
の
差
額
を
工
面
し
こ
れ

を
引
き
下
げ
る
こ
と
、
の
二
点
が
記
さ
れ
る
。
前
者
は
他
の
証
文
に
も
共
通
す

る
も
の
で
あ
り
、
請
負
契
約
を
結
ぶ
上
で
の
基
本
事
項
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
値
段
が
他
に
見
劣
り
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
対
応
は
一
般
的
で

は
な
く
、
付
帯
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
評
価
の
難
し
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
御
店
買
方
を
継
続
し
て
務
め
る
た
め
の
営
業
努
力

の
現
わ
れ
と
し
て
見
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
大
野
屋
と
同
じ
く
御
用
買
方
に
任
命
さ
れ
た
中
村
茂
左
衛
門
の
宝
暦

八
（
一
七
五
八
）
年
記
述
の
請
負
証
文
（
史
料
Ｂ8

）
に
つ
い
て
見
る
。

　
（
史
料
Ｂ
）

　
　
　
　
　

請
負
証
文
之
事

一�

、
江
州
宮
前
村
中
村
茂
左
衛
門
儀
、
布
問
屋
仕
ニ
付
其
方
御
仕
入
布
買

方
御
申
付
被
下
候
様
御
願
申
入
候
処
、
自
今
買
方
仕
候
様
ニ
御
申
付
被

下
、
忝
奉
存
候
、
然
上
者
布
買
方
前
銀
右
茂
左
衛
門
印
形
手
形
を
以
何

程
ニ
而
茂
銀
子
御
渡
可
被
成
候
、
若
請
取
候
前
銀
致
引
込
、
代
り
布
相

渡
不
申
候
歟
、
又
者
布
類
買
立
預
り
置
水
火
之
難
、
或
ハ
盗
人
ニ
出
合

候
族
有
之
候
共
、
其
方
御
仕
入
布
之
儀
者
江
戸
御
城
内
御
用
并
諸
御
大

名
様
方
御
誂
之
布
類
入
交
り
有
之
儀
ニ
候
得
者
、
仮
令
如
何
様
之
災
難

有
之
候
共
、
右
之
布
代
り
買
立
、
何
分
ニ
も
無
遅
滞
相
渡
さ
せ
少
も
御

難
儀
懸
ケ
申
間
鋪
候
、
勿
論
末
々
右
茂
左
衛
門
不
仕
合
ニ
付
身
上
相
仕

廻
之
族
ニ
罷
成
候
共
、
貴
殿
へ
少
も
御
損
懸
不
申
、
我
々
共
方
ヨ
リ
急

度
勘
定
相
立
可
申
候
、
尤
右
茂
左
衛
門
家
名
子
孫
譲
候
共
い
つ
迄
も
此

手
形
を
以
請
負
ニ
相
立
申
候
、
為
後
日
仍
而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
州
宮
前
村

　
　
　

宝
暦
八
年
［
寅
］
八
月　
　
　

中
村
茂
左
衛
門　

印
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　

中
村
嘉
兵
衛　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
国
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　

中
村
次
兵
衛　
　

同

　
　
　
　
　
　
　

三
井
八
郎
右
衛
門
殿
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
配
人
中

　

近
江
に
拠
点
を
置
く
中
村
茂
左
衛
門
は
、
同
国
同
村
の
請
人
二
名
の
連
署
を

伴
い
証
文
を
記
し
て
い
る
。「
御
仕
入
布
買
方
」
と
し
て
越
後
屋
御
用
を
負
い

前
銀
御
渡
を
要
請
す
る
点
や
、
水
火
盗
難
の
困
難
が
生
じ
て
も
請
人
が
補
い
御

店
に
一
切
の
迷
惑
を
か
け
な
い
と
す
る
点
な
ど
、
大
野
屋
平
左
衛
門
の
証
文
と

多
く
の
共
通
点
を
持
つ
が
、
特
に
興
味
深
い
の
は
史
料
の
最
後
に
見
え
る
一
文

（3）



で
あ
る
。

　
「
尤
、
右
茂
左
衛
門
、
家
名
子
孫
譲
候
共
、
い
つ
迄
も
此
手
形
を
以
請
負
ニ

相
立
申
候
」
は
、
請
負
を
な
す
た
め
の
「
手
形
」
が
現
当
主
茂
左
衛
門
の
人
格

に
限
定
さ
れ
ず
次
代
に
譲
渡
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
請
人
側
が
主
張
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
御
用
請
負
の
世
代
間
継
承
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
が

存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
出
入
業
者
選
定
の
経
緯
を
考

え
る
上
で
更
な
る
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
不
安
定
な

状
況
に
あ
る
次
期
当
主
に
対
し
て
も
請
人
が
積
極
的
な
御
用
依
頼
を
な
し
て
い

る
こ
と
、
同
業
者
間
の
連
帯
も
世
代
を
超
え
て
継
続
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
先
掲
二
通
は
い
ず
れ
も
布
仕
入
を
生
業
と
す
る
御
用
業
者
で
あ
っ
た

が
、
次
に
異
な
る
業
種
の
請
負
証
文
を
二
通
見
て
お
く
。
ま
ず
繊
維
製
品
は
じ

め
金
銀
、
書
状
ま
で
の
運
送
を
請
け
負
っ
た
山
城
屋
宗
左
衛
門
以
下
三
名
の
記

し
た
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
の
証
文
（
史
料
Ｃ9

）
で
あ
る
。

　
（
史
料
Ｃ
）

　
　
　
　
　
　

請
負
置
証
文
之
事

一�

、
京
都
・
大
坂
・
伊
勢
筋
并
国
々
江
之
送
り
金
銀
・
御
荷
物
・
御
状
不

依
何
品
、
何
程
ニ
而
茂
御
請
負
申
上
候
所
実
正
ニ
御
座
候
、
然
ル
上
者

万
一
於
道
中
紛
失
相
滞
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
為
組
中
急
度
相
弁
、
少
茂
御

損
難
相
掛
ケ
申
間
鋪
候
、
被
為　

仰
付
候
品
々
道
中
ニ
而
濡
損
シ
等
不

仕
候
様
御
太
切
ニ
取
計
可
申
上
候
、
其
外
何
様
茂
出
来
仕
候
共
御
請
負

申
上
候
上
者
、
少
茂
御
苦
労
相
掛
ケ
申
間
鋪
候
、
為
後
日
依
而
如
件

　
　
　
　

天
明
七
年　
　
　
　
　
　
　

山
城
屋
宗
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　

未
四
月　
　
　
　
　
　

越
後
屋
七
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
屋
孫
市
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
屋
孫
兵
衛
（
印
）

　
　
　

越
後
屋
八
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

御
支
配
人
衆
中

　
「
何
品
、
何
程
ニ
而
茂
御
請
負
申
上
候
」
と
し
、
如
何
な
る
品
物
で
あ
れ
、

ま
た
ど
れ
ほ
ど
の
分
量
で
あ
れ
、
依
頼
を
受
け
る
と
す
る
。
ま
た
「
万
一
於
道

中
紛
失
相
滞
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
為
組
中
急
度
相
弁
、
少
茂
御
損
難
相
掛
ケ
申
間

鋪
候
」
と
も
記
し
て
お
り
、
道
中
で
紛
失
し
品
物
が
滞
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

御
店
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。

　

尚
、
差
出
に
は
四
名
が
連
署
し
て
お
り
特
に
請
負
主
体
と
請
人
と
を
分
け
な

い
が
、
い
ず
れ
も
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
補
填
す
る
力
を

持
っ
た
、
請
人
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
証
文
中
の
「
組

中
」
の
表
記
は
御
用
依
頼
を
受
け
る
上
で
の
連
帯
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
四
名

が
「
組
」
を
作
り
損
難
に
当
た
る
こ
と
を
約
し
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

　

も
う
一
通
は
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
に
両
替
商
近
江
屋
喜
三
郎
の
請
負

に
つ
い
て
近
江
屋
喜
兵
衛
ら
と
共
に
記
す
証
文
（
史
料
Ｄ11

）
で
あ
る
。

　
（
史
料
Ｄ
）

　
　
　
　
　

請
負
証
文
之
事

一�
、
近
江
屋
喜
三
郎
両
替
商
売
仕
候
ニ
付
其
方
様
御
用
向
御
頼
申
入
候
所
、

御
聞
届
御
申
付
被
下
忝
奉
存
候
、
依
之
私
共
請
人
ニ
罷
立
申
処
実
正

也
、
然
上
者
金
銀
御
用
向
何
程
ニ
而
茂
被
仰
付
可
被
下
候
、
右
近
江
屋

（4）



喜
三
郎
方
へ
金
銀
引
請
万
一
相
滞
候
歟
、
又
者
如
何
様
之
指
支
出
来
候

共
、
我
々
請
人
ニ
罷
立
申
上
者
急
度
勘
定
相
立
貴
殿
江
少
茂
御
損
懸
申

間
敷
候
、
且
又
右
喜
三
郎
家
名
子
孫
江
相
譲
候
共
、
飽
迄
茂
此
証
文
を

以
我
々
請
負
ニ
相
立
可
申
候
、
為
後
日
請
負
証
文
依
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
町
通
竹
屋
町
下
ル
町

　
　

明
和
六
年
丑
三
月　
　
　

請
人　

近
江
屋
喜
兵
衛　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
条
通
寺
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　

伊
勢
屋
太
右
衛
門　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛸
薬
師
通
烏
丸
西
へ
入
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　

柊
屋
藤
助　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

室
町
通
二
条
上
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
喜
三
郎　

在
判

　
　
　
　

三
井
八
郎
右
衛
門
殿
店

　
　
　
　
　
　
　
　

御
支
配
人
中

　

史
料
Ｃ
に
て
山
城
屋
宗
左
衛
門
ら
が
運
搬
物
の
量
も
種
も
問
わ
な
い
と
し
た

の
と
同
様
に
「
金
銀
御
用
向
何
程
ニ
而
茂
被
仰
付
可
被
下
候
」
と
し
、
無
制
限

の
受
注
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
滞
り
が
生
じ
た
際
の
対
応
に
つ
い
て
も
同
じ

く
、
如
何
な
る
事
情
で
あ
っ
て
も
請
人
ら
と
協
働
し
て
御
店
に
は
迷
惑
を
か
け

な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

以
上
、
四
通
の
請
負
証
文
を
見
た
が
、
作
成
さ
れ
た
時
期
に
幾
ら
か
の
ひ
ら

き
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
基
本
構
造
が
非
常
に
似
通
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
御
店
と
出
入
業
者
を
繋
ぐ
請

負
契
約
が
制
度
と
し
て
確
立
し
、
安
定
的
に
運
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
任
務
を
進
め
る
過
程
で
生
じ
た
問
題
に
対
す
る
出
入
者

側
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
事
実
上
無
条
件
で
全
責
任
を
負
う
こ
と
が
約
さ
れ
る

が
、
安
定
的
で
余
裕
の
有
る
経
営
を
行
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る

と
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
長
で
あ
る
。
こ
れ
ら
約
定
が
ど
こ
ま
で
守
ら

れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
そ
う
し
た
不
利
な
条
件
を
飲

ん
で
で
も
定
期
的
な
御
用
を
受
注
す
る
こ
と
、
請
負
業
者
に
列
す
る
こ
と
が
強

く
希
求
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
．
御
店
に
対
す
る
仲
間
願
書
に
つ
い
て

　

請
負
の
前
提
と
し
て
組
ま
れ
た
同
業
者
の
連
帯
に
よ
り
、
越
後
屋
と
い
う
大

店
を
前
に
し
た
際
の
信
用
は
相
対
的
に
増
し
た
。
こ
う
し
た
連
帯
は
越
後
屋
と

の
間
で
行
わ
れ
た
様
々
な
交
渉
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
以
下
、
同
業
者
が
「
仲
間
」
を
形
成
し
て
行
っ
た
御
店
へ
の
御
願
に
つ

い
て
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

　

ま
ず
運
搬
業
で
御
店
に
仕
え
た
越
後
屋
孫
兵
衛
の
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年

記
載
の
書
付
（
史
料
Ｅ11

）
で
あ
る
。

　
（
史
料
Ｅ
）

　
　

越
孫

　
　
　
　
　
　

書
付
を
以
御
願
申
上
候

一�

、
当
季
駄
賃
銀
銭
下
直
ニ
付
壱
割
御
減
シ
可
被
下
旨
被
仰
付
、
此
間

段
々
御
願
申
上
候
得
共
御
承
引
不
被
下
、
可
仕
様
茂
無
御
座
難
義
仕

候
、
先
達
而
ヨ
リ
御
願
申
上
候
通
、
近
年
道
中
筋
困
窮
仕
至
極
悪
敷
罷

成
、
早
荷
物
本
七
日
限
荷
物
ハ
勿
論
、
常
十
日
限
荷
物
共
ニ
過
分
増
駄

賃
仕
相
勤
申
候
、
依
之
前
々
と
相
違
仕
駄
賃
金
余
斗
相
掛
り
是
迄
之
駄

賃
金
ニ
而
茂
不
足
仕
大
分
借
金
仕
相
勤
罷
有
候
、
此
義
段
々
吟
味
仕
候

（5）



得
共
、
道
中
筋
困
窮
仕
、
第
一
ハ
宿
馬
無
数
諸
色
高
直
之
上
銭
下
直
ニ

相
成
、
是
等
旁
以
飛
脚
荷
物
ヲ
相
滞
せ
任
勝
手
増
駄
賃
ニ
而
馬
継
送
り

申
候
ニ
付
、
日
限
も
延
引
仕
、
彼
是
諸
入
用
相
増
迷
惑
難
義
仕
候
、
依

之
格
別
ニ
御
願
茂
申
上
度
罷
有
候
、
然
ル
所
此
度
壱
割
御
引
被
下
候
而

者
弥
以
不
足
相
立
難
義
仕
候
、
当
盆
前
ニ
も
御
引
可
被
下
旨
被
仰
付
候

得
と
も
、
右
之
仕
合
ニ
御
座
候
故
達
而
御
願
申
上
置
候
時
節
と
道
中

筋
ヶ
様
ニ
悪
敷
罷
成
至
極
迷
惑
仕
候
、
御
太
切
之
御
荷
物
共
永
々
道
中

御
請
負
申
義
ニ
御
座
候
得
者
何
程
入
用
相
掛
り
申
候
而
茂
借
金
仕
無
恙

相
勤
罷
有
候
、
右
之
仕
合
ニ
御
座
候
間
、
何
分
此
段
宜
ク
被
為
聞
召

分
、
下
地
之
通
御
仕
切
可
被
下
候
、
左
様
無
御
座
候
而
ハ
借
金
相
重
り

相
勤
兼
至
極
難
義
迷
惑
仕
候
、
乍
懼
御
老
分
中
様
江
幾
重
ニ
茂
御
願
御

聞
済
被
下
候
様
ニ
奉
願
上
候
、
以
上

　
　

延
享
元
年
子
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
屋
孫
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　

本
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
支
配
人
中
様

　

こ
れ
は
当
季
御
用
運
搬
の
駄
賃
が
減
じ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
苦
境
を
説
明

し
な
が
ら
減
額
の
回
避
、
さ
ら
に
は
そ
の
値
上
げ
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
要
請

を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
意
を
注
ぎ
た
い
の
は
、
そ
の
御
願
の
前
に
請
負

契
約
と
思
し
き
取
り
決
め
が
既
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

越
後
屋
孫
兵
衛
の
言
う
「
御
太
切
之
御
荷
物
共
永
々
道
中
御
請
負
申
義
ニ
御

座
候
得
者
何
程
入
用
相
掛
り
申
候
而
茂
借
金
仕
無
恙
相
勤
罷
有
候
」
は
、
折
か

ら
の
道
中
筋
の
困
窮
を
背
景
と
し
た
運
搬
費
用
の
増
大
に
つ
い
て
は
借
金
を
し

て
対
応
し
た
、
つ
ま
り
、「
道
中
御
請
負
申
義
」
に
従
っ
て
可
能
な
限
り
の
経

営
努
力
を
し
て
き
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
御
用
運
搬
物
に
つ
い
て

「
何
品
、
何
程
ニ
而
茂
御
請
負
申
上
候
」（
史
料
Ｃ
）
と
し
た
天
明
期
の
請
負
契

約
の
内
容
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
駄
賃
減
額
の
処
置

を
受
け
そ
れ
ら
努
力
を
も
っ
て
し
て
も
如
何
と
も
し
難
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
、
不
均
衡
な
収
支
の
是
正
を
な
す
た
め
の
駄
賃
規
定
見
直
し
を
求
め
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
主
張
が
一
部
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
改
善
の
兆
し
が
見

ら
れ
た
こ
と
が
、
五
年
後
の
延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
の
書
付
（
史
料
Ｆ11

）
か

ら
窺
い
知
ら
れ
る
。

　
（
史
料
Ｆ
）

　
　
　
　
　

書
附
を
以
御
願
申
上
候

一�

、
御
仕
切
駄
賃
銀
不
足
仕
難
相
務
御
座
候
ニ
付
、
去
夏
ヨ
リ
段
々
御
願

申
上
候
通
別
而
此
間
幸
次
郎
を
以
御
願
申
上
候
処
、
御
吟
味
被
成
下
、

先
達
而
差
上
ケ
置
候
仲
ヶ
間
仕
法
事
相
違
成
義
も
申
上
十
分
之
御
願
も

申
上
候
様
ニ
被
思
召
候
得
共
、
同
中
筋
此
一
両
年
別
而
困
窮
仕
馬
抔
も

殊
之
外
無
数
差
支
ニ
相
成
弥
増
ニ
悪
敷
罷
成
り
候
間
、
定
り
駄
賃
之
外

夥
敷
増
駄
賃
仕
候
ニ
付
、
何
か
諸
入
用
多
ク
相
掛
り
難
相
勤
難
義
仕
候

而
此
上
致
方
も
無
之
仕
合
ニ
御
座
候
、
併
シ
右
仕
方
事
之
通
ニ
而
者
私

働
も
無
御
座
候
様
ニ
被
思
召
候
ニ
付
、
此
度
駄
賃
銀
至
極
吟
味
仕
下
地

御
仕
切
被
下
候
賃
銀
之
上
江
弐
割
半
通
去
秋
ヨ
リ
之
御
仕
切
御
増
被
下

候
ハ
ヽ
、
是
迄
日
限
延
引
仕
候
処
も
随
分
出
情
相
働
日
限
之
通
相
勤
可

申
上
候
間
、
何
分
此
段
御
聞
届
被
成
下
、
右
之
通
賃
銀
御
増
御
仕
切
被

下
候
ハ
ヽ
、
弥
以
家
業
相
続
仕
難
有
可
奉
存
候
、
何
分
右
願
之
通
被
仰

付
被
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

（6）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
屋

　
　
　

延
享
五
年
辰
七
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　

本
店　

孫
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
郎
兵
衛
様

　

同
じ
く
越
後
屋
孫
兵
衛
を
差
出
と
し
て
記
さ
れ
た
本
書
付
で
は
、
道
中
筋
の

困
窮
が
物
品
運
搬
上
の
差
し
支
え
と
な
る
た
め
「
定
り
駄
賃
」
の
他
に
額
を
上

乗
せ
し
た
が
、「
諸
入
用
多
ク
相
掛
り
難
相
勤
難
義
仕
候
」
と
い
う
状
態
に

陥
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
駄
賃
増
額
の
経
緯
を
記
す
部
分
に
目
を
向
け

て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
駄
賃
銀
至
極
吟
味
仕
下
地
御
仕
切
被
下
候
賃
銀
之
上

江
弐
割
半
通
去
秋
ヨ
リ
之
御
仕
切
御
増
被
下
候
」、
と
あ
り
、
昨
秋
よ
り
御
店

主
導
の
割
り
増
し
給
付
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
孫
兵
衛
の
言
に
拠
れ

ば
、
こ
の
措
置
の
効
果
は
即
座
に
現
れ
た
よ
う
で
、「
是
迄
日
限
延
引
仕
候
処

も
随
分
出
情
相
働
日
限
之
通
相
勤
可
申
上
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

孫
兵
衛
は
書
付
内
で
運
搬
業
務
を
こ
の
ま
ま
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
さ
ら
な

る
資
金
融
通
を
願
う
が
、「
道
中
御
請
負
申
義
」（
史
料
Ｅ
）
を
反
故
に
し
た
こ

と
に
つ
い
て
の
申
し
開
き
は
一
切
記
さ
な
い
。
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
か
ら

四
十
年
程
後
に
な
る
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
の
請
負
証
文
（
史
料
Ｃ
）
を
見

れ
ば
、「
万
一
於
道
中
紛
失
相
滞
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
為
組
中
急
度
相
弁
、
少
茂

御
損
難
相
掛
ケ
申
間
鋪
候
」
と
明
確
に
約
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
「
困
窮
」
或

い
は
「
難
儀
」
と
訴
え
ら
れ
る
状
況
は
天
明
七
年
証
文
で
は
道
中
で
の
紛
失
や

停
滞
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
「
為
組
中
急
度
相
弁
、
少
茂
御
損
難
相
掛
ケ
申
間

鋪
」
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
延
享
期
の
孫
兵
衛
は
請
負
契
約
を
結
ぶ

上
で
備
え
て
お
く
べ
き
条
件
と
な
っ
た
「
組
中
」
か
ら
の
互
助
を
得
て
い
な

い
、
或
い
は
得
て
い
て
も
こ
れ
を
当
初
約
し
た
よ
う
に
十
全
に
は
機
能
さ
せ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
先
達
而
差
上
ケ
置
候
仲
ヶ
間
仕
法
事
相
違
成
義
も
申
上

十
分
之
御
願
も
申
上
候
」（
史
料
Ｆ
）
が
若
干
の
示
唆
を
与
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
仮
に
「
仲
ヶ
間
仕
法
」
が
請
人
と
共
同
で
作
ら
れ
た
取
り
決
め
で
あ
る
な

ら
、
天
明
七
年
に
確
認
さ
れ
た
同
業
者
互
助
を
前
提
と
し
た
請
負
に
近
い
も
の

が
延
享
期
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
或
い
は
天
明
期
の
孫
兵
衛
は
既
に
請
負

契
約
を
行
っ
て
い
た
延
享
期
の
孫
兵
衛
が
代
替
わ
り
し
た
も
の
で
、
父
祖
か
ら

請
負
契
約
手
形
を
継
承
せ
ず
改
め
て
証
文
を
交
わ
し
た
と
の
仮
定
も
成
り
立
つ

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
以
上
の
推
察
は
控
え
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
延
享
期
に
は
「
道
中
御
請
負
申
義
」
を
約
定
文
言
の
通
り

に
果
た
す
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
解
決
を
御
店
に
依
頼
し
て
お
り
、
こ
れ
対
し

御
店
は
応
答
を
与
え
、
御
仕
切
駄
賃
の
引
き
上
げ
と
い
う
形
で
契
約
下
の
事
業

者
を
救
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
請
負
制
の
内
に
あ
る
弾
性
的
な
運
用
原

理
が
、
利
益
最
大
化
を
意
識
す
る
中
で
既
定
の
約
定
に
優
先
さ
れ
現
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
救
済
を
要
請
し
た
孫
兵
衛
の
願
書
の
書
き
ぶ
り
を
見
る
限
り
、

そ
れ
は
契
約
不
履
行
と
し
て
取
り
立
て
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

運
搬
業
で
御
店
に
仕
え
た
越
後
屋
孫
兵
衛
の
願
書
に
続
き
、
次
は
呉
服
師
仲

間
に
関
わ
る
願
書
（
史
料
Ｇ11

）
を
見
て
み
る
。

　

本
文
書
は
冒
頭
に
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
の
年
次
記
載
と
「
御
印
御
用
上

納
日
限
延
引
之
方
在
之
、
依
而
於
御
用
部
屋
被
仰
渡
書
并
仲
間
ヨ
リ
之
願
書
下

書
」
の
内
容
説
明
、「
呉
服
師
仲
間
願
書
写
」
の
題
名
が
別
筆
で
添
え
ら
れ
て

い
る
。
同
主
旨
の
文
書
が
二
通
あ
る
が
、
後
半
の
一
通
の
み
を
引
用
す
る
。

（7）



　
（
史
料
Ｇ
）

　
（
前
略
）

　
　
　
　

乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候

一�

、
御
衣
・
御
呉
服
物
御
用
数
年
来
首
尾
能
奉
相
勤
来
冥
加
至
極
難
有
奉

存
候
、
且
又
来
酉
年
御
衣
御
注
文
不
相
替
被
為　

仰
付
被
下
置
難
有
仕

合
奉
存
候
、
然
者
当
申
年
御
衣
紅
白
羽
二
重
之
儀
、
先
達
而
ヨ
リ
御
急

之
旨
被
為　

仰
付
候
而
当
正
月
ｙ
追
々
奉
上
納
其
緩
又
々
御
急
キ
被
為

　

仰
付
候
所
、
当
春
京
都
大
変
ニ
付
遅
速
ニ
罷
成
御
急
キ
之
御
間
ニ
合

不
申
段
不
調
法
至
極
何
共
奉
恐
入
候
、
右
ニ
付
紅
白
羽
二
重
当
五
月
ニ

至
り
奉
上
納
候
者
共
、
丸
屋
・
袋
屋
・
鱗
形
屋
・
伊
豆
蔵
右
之
分
御
急

キ
之
御
間
合
不
申
候
ニ
付
、
来
酉
年
御
注
文
之
内
紅
白
羽
二
重
御
誂
被

　

仰
付
不
被
下
置
候
段
被
為　

仰
渡
奉
恐
入
候
、
右
遅
納
仕
候
者
共
数

年
来
無
滞
御
用
向
も
奉
相
勤
来
候
儀
ニ
御
座
候
処
、
来
酉
年
御
衣
紅
白

羽
二
重
御
注
文
被
仰
付
無
御
座
候
而
ハ
当
地
者
不
及
申
、
京
都
下
職
共

へ
も
相
聞
外
聞
実
儀
難
儀
至
極
歎
ヶ
鋪
奉
存
候
、
何
卒
此
度
之
儀
者
幾

重
ニ
も
御
高
免
被
成
下
、
不
相
替
紅
白
羽
二
重
例
年
之
通
右
之
者
共
江

被
為
仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
然
上
者
誠
精
入
念
御
月
割
御
時
節

御
間
ニ
合
候
様
、
一
同
申
合
奉
上
納
候
様
可
仕
候
、
何
分
御
憐
愍
を
以

願
之
通
被
為　

仰
付
被
下
置
候
様
乍
恐
偏
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

茶
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
屋

　
　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　

山
形
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
後
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛭
子
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
野
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
賀
屋

　

本
書
付
は
、
失
態
に
よ
り
下
さ
れ
た
発
注
の
一
部
見
送
り
処
分
の
撤
回
を
同

業
者
が
連
帯
し
て
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
概
略
を
整
理
す
る
と
、
申
年
に
受
注

し
た
「
御
衣
紅
白
羽
二
重
」
が
納
期
に
間
に
合
わ
ず
、
こ
れ
に
よ
り
丸
屋
ら
に

対
す
る
発
注
は
翌
酉
年
分
よ
り
件
の
紅
白
羽
二
重
を
除
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
、
こ
れ
を
受
け
て
茶
屋
ら
が
丸
屋
た
ち
の
「
数
年
来
無
滞
」
と
い
う
精

勤
ぶ
り
も
考
慮
し
「
御
高
免
」、
つ
ま
り
例
年
通
り
羽
二
重
も
仰
せ
付
け
ら
れ

る
よ
う
願
い
出
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

省
略
し
た
文
書
前
半
部
に
は
、
丸
屋
、
袋
屋
、
菱
屋
、
鱗
形
屋
、
伊
豆
蔵
屋

が
連
署
し
て
「
遅
納
」
に
対
す
る
謝
罪
と
従
来
同
様
の
受
注
を
請
う
た
願
上
文

書
一
通
が
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
形
で
記
さ
れ
た
後
半
部
は
、
当
事
者
の
記
し
た

願
書
と
は
別
に
、
茶
屋
以
下
六
件
が
そ
の
救
済
を
願
っ
て
言
上
を
な
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
両
文
書
で
の
双
方
の
関
係
は
、
実
働
の
任
に
当
た
っ
た

丸
屋
以
下
の
グ
ル
ー
プ
と
、
こ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
茶
屋
以
下
数
軒
の
同
業
者

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
受
注
の
部
分
停
止
と
い
う
取
り
決
め
に
対
し
て
多
く

の
人
々
の
干
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
た
関
与
が
行
わ
れ
た
の
は
、
当
事
者
の
以
後
の
渡
世
維
持
を
考
慮
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、
茶
屋
ら
の
記
し
た
後
半

部
で
は
「
来
酉
年
御
衣
紅
白
羽
二
重
御
注
文
被
仰
付
無
御
座
候
而
ハ
当
地
者
不

及
申
、
京
都
下
職
共
へ
も
相
聞
外
聞
実
儀
難
儀
至
極
歎
ヶ
鋪
奉
存
候
」
即
ち
、

羽
二
重
注
文
喪
失
の
事
実
は
京
の
職
人
ら
の
生
業
に
も
影
響
し
難
儀
で
あ
る
と

の
文
言
が
見
ら
れ
、
ま
た
丸
屋
ら
が
記
し
た
前
半
部
で
も
「
右
注
文
被
仰
付
無

御
座
候
而
者
、
外
聞
異
儀
何
共
難
儀
至
極
仕
候
」
と
あ
り
、
茶
屋
の
記
載
と
同

（8）



じ
く
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
の
大
き
さ
を
危
惧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
藍
を
中
心
に
染
め
加
工
を
広
く
行
っ
て
い
た
紺
屋
の
仲
間
願
書

（
史
料
Ｈ11

）
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

　
（
史
料
Ｈ
）

　
　
　

乍
憚
奉
願
口
上
書

一�

、
御
店
様
方
従
御
蔭
渡
世
相
続
仕
来
難
有
幸
存
候
、
然
ル
所
当
年
阿
州

表
藍
作
相
応
之
出
来
ニ
御
座
候
処
、
葉
藍
売
買
前
代
未
聞
之
高
直
段
ニ

而
藍
玉
ニ
仕
揚
候
得
者
、
上
藍
玉
皆
済
弐
拾
弐
貫
目
余
壱
俵
ニ
付
代
銀

凡
五
百
五
七
拾
匁
位
之
相
違
追
々
相
聞
候
故
、
右
藍
玉
直
段
も
右
ニ
準

し
格
外
ニ
引
上
ケ
、
当
節
ニ
而
ハ
右
藍
玉
一
向
無
之
由
ニ
而
売
買
致
呉

不
申
候
、
逼
々
買
受
候
得
者
下
藍
を
上
物
直
段
ニ
引
上
ケ
候
得
共
、
無

是
非
買
取
損
失
多
く
、
剰
細
工
ニ
手
支
必
至
と
及
難
儀
候
ニ
付
、
不
得

止
事
当
月
廿
四
日　

御
店
様
方
其
外
御
得
意
様
方
へ
藍
玉
用
ひ
候
細
工

之
分
御
直
増
銀
仲
間
中
相
談
之
上
無
相
違
所
を
以
書
付
御
願
申
上
置
候

得
共
、
乍
憚　

御
店
様
方
ニ
而
去
申
年
春
大
変
後
預
御
世
話
、
其
上
諸

色
高
直
ニ
付
御
直
増
御
了
簡
も
被
成
下
候
処
、
又
候
此
度
藍
玉
高
直
ニ

而
直
上
ケ
御
願
申
上
候
儀
者
御
疑
も
可
在
之
哉
と
奉
存
候
故
、
憚
多
奉

存
候
得
共　

御
十
仲
間
中
様
其
外
御
店
方
様
御
一
統
御
相
談
之
上
御
賢

慮
被
成
下
、
別
紙
差
上
置
候
通
御
聞
済
被
下
候
ハ
ヽ
、
無
難
ニ
相
続
可

仕
と
奉
存
候
、
所
詮
当
時
之
藍
相
庭
ニ
而
者
永
ク
相
続
者
難
仕
千
万

歎
ヶ
敷
奉
存
候
、
乍
憚
私
共
身
上
之
儀
者
御
十
仲
間
様
御
店
様
方
御
了

簡
を
以
相
続
・
不
相
続
期
ニ
相
成
候
間
、
何
卒
御
憐
愍
之
上
御
店
様
方

御
一
統
御
相
談
被
成
下
、
願
之
通
御
聞
届
被
下
候
ハ
ヽ
、
私
共
仲
ヶ
間

一
統
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

払
屋
株

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
洞
院
竹
屋
町
上
ル
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代　

玉
屋
半
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
屋
町
油
小
路
西
へ
入
町

　
　

寛
政
元
年
酉
八
月　
　
　
　

同　
　

升
屋
九
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
倉
丸
太
町
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

亀
甲
屋
茂
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
六
角
下
ル
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
行
事　

玉
屋
権
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
条
西
洞
院
東
へ
入
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

山
形
屋
甚
助　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
中

　
　
　

御
十
仲
間

　
　
　
　

御
年
番

　
　
　
　
　

柏
屋
御
店
様

　
　
　
　
　
　

御
名
代
様

　
　
　
　
　

岸
部
屋
御
店
様

　
　
　
　
　
　

御
名
代
様

　
　
　
　
　

御
店
様
方

　

冒
頭
に
異
筆
に
て
「
紺
屋
仲
間
中
、
沙
宝
上
代
紺
屋
仲
間
中
」「
紺
屋
仲
間

ヨ
リ
十
仲
間
へ
之
願
書
之
写
」
と
あ
り
、
寛
政
元
年
八
月
と
九
月
の
二
通
の
願

書
が
あ
る
。
本
論
で
は
八
月
願
書
の
み
を
引
用
す
る
。

　

そ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
主
旨
は
、
藍
の
供
給
地
で
あ
る
阿
波
国
に
て
藍
作
に

（9）



支
障
が
あ
り
、
前
代
未
聞
の
高
値
で
売
買
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
御
十
仲

間
中
様
」「
其
外
御
店
様
」
に
相
談
し
、
藍
玉
を
用
い
る
製
品
に
は
代
金
増
額

を
頼
む
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
御
十
仲
間
中
様
」「
其
外
御

店
様
」
に
よ
る
議
論
が
な
さ
れ
る
前
、
値
段
見
直
し
の
提
案
を
「
仲
間
中
相
談

之
上
」
で
行
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
有
力
者
に
よ
る
議
論
に
至
る
前
の
そ
も
そ

も
の
問
題
提
起
は
同
業
者
の
仲
間
組
織
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
本
文
末
尾
に
て
「
何
卒
御
憐
愍
之
上
御
店
様
方
御
一
統
御
相
談
被

成
下
、
願
之
通
御
聞
届
被
下
候
ハ
ヽ
、
私
共
仲
ヶ
間
一
統
難
有
可
奉
存
候
」
と

し
、
願
書
を
御
店
主
導
の
相
談
を
要
請
す
る
形
で
締
め
括
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
よ
く
わ
か
る
が
、
水
火
・
盗
難
の
よ
う
な
個
人
的
事
情
に
よ
る
損
難
で
は
な

い
、
よ
り
大
き
な
変
化
や
不
都
合
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
私
共
仲
ヶ
間
一

統
」
が
提
案
し
、
出
入
業
者
と
御
店
の
双
方
の
利
益
が
守
ら
れ
る
手
法
に
つ
い

て
の
議
論
を
促
す
、
と
い
う
形
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

出
入
業
者
か
ら
な
さ
れ
る
こ
う
し
た
訴
え
に
つ
い
て
、
御
店
側
は
積
極
的
に

聞
き
入
れ
る
態
度
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。（
史
料
Ｈ
）
に
見
え
る

「
御
十
仲
間
中
様
」「
其
外
御
店
様
」
に
よ
る
議
論
な
ど
は
ま
さ
に
こ
れ
を
証
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
同
質
の
事
例
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
内
の
一

例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　
「
西
陣
高
機
織
屋
直
増
願
」（
史
料
Ｉ11

）
で
は
、
西
陣
の
「
高
機
仲
ヶ
間
行

事
」
四
名
が
「
三
井
御
店
御
役
人
」
を
宛
先
と
し
て
、
絹
糸
が
高
値
と
な
っ
て

い
る
現
況
に
つ
い
て
の
対
応
を
求
め
て
い
る
。

　
（
史
料
Ｉ
）

　
　
　
　

三
井
御
店
御
役
人
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
九
日
持
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
上
書

一�

、
私
共
義
、
西
陣
高
機
職
渡
世
の
者
共
ニ
而
御
座
候
、
近
年
糸
高
直
ニ

而
織
屋
共
渡
世
ニ
迫
難
義
仕
候
所
、
其
上
去
年
以
来
米
穀
諸
色
共
格
別

高
直
故
、
一
向
渡
世
相
凌
兼
取
分
高
機
職
人
数
多
相
掛
り
候
義
、
当
時

ニ
至
り
候
而
茂
暮
方
途
方
暮
罷
有
候
、
然
ル
所
当
年
糸
作
大
ニ
払
底
と

申
立
、
弥
増
高
直
ニ
而
糸
屋
町
ヨ
リ
茂
今
ニ
糸
売
次
聢
々
致
呉
不
申
、

去
ル
盆
前
後
ヨ
リ
職
留
り
候
織
屋
茂
粗
有
之
、
右
躰
之
義
故
、
冬
春
共

絹
数
も
出
来
無
覚
束
、
依
之
諸
御
店
方
様
江
行
事
を
以
御
願
申
上
候
義

者
、
当
季
絹
直
段
去
夏
ヨ
リ
ハ
壱
割
直
上
ケ
被
為
成
、
御
買
上
ケ
ニ
而

御
売
買
被
成
下
度
一
同
奉
願
候
、
時
節
か
ら
申
上
兼
候
得
共
、
渡
世
難

取
続
、
猶
又
糸
下
直
相
成
候
ハ
ヽ
引
下
ケ
可
申
候
間
、
御
憐
愍
の
融
通

を
以
取
続
不
相
替
、
中
買
衆
中
江
茂
出
入
等
仕
度
奉
存
候
、
前
書
之
通

何
卒
御
聞
届
ケ
偏
奉
願
度
、
書
面
を
以
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　

未
十
一
月　
　
　
　
　

高
機
仲
ヶ
間
行
事

　
　
　
　

三
井
御
店
御
役
人
中
様

　
「
西
陣
高
機
職
渡
世
の
者
共
」
と
自
ら
を
紹
介
し
て
始
ま
る
口
上
は
、「
近
年

糸
高
直
ニ
而
織
屋
共
渡
世
ニ
迫
難
義
仕
候
」
と
生
じ
て
い
る
困
難
の
概
略
を
述

べ
、
そ
の
上
で
「
当
年
糸
作
大
ニ
払
底
と
申
立
、
弥
増
高
直
ニ
而
糸
屋
町
ヨ
リ

茂
今
ニ
糸
売
次
聢
々
致
呉
不
申
」
と
の
こ
と
か
ら
「
去
ル
盆
前
後
ヨ
リ
職
留
り

候
織
屋
茂
粗
有
之
」
と
い
う
事
情
が
出
来
し
て
い
る
こ
と
伝
え
る
。
そ
し
て

「
依
之
諸
御
店
方
様
江
行
事
を
以
御
願
申
上
候
義
」
と
し
て
、「
当
季
絹
直
段
去

（10）



夏
ヨ
リ
ハ
壱
割
直
上
ケ
被
為
成
、
御
買
上
ケ
ニ
而
御
売
買
被
成
下
度
一
同
奉
願

候
」
と
願
い
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
口
上
に
は
「
西
陣
表
よ
り
中
間
江
参
り
申
候
願
書
之
写
」
と
記

し
、
宛
名
に
「
西
陣
高
機
御
行
事
」
と
し
て
「
■
形
屋
甚
蔵
様
」
以
下
三
名
の

名
が
記
さ
れ
た
口
上
が
付
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
（
史
料
Ｉ
）
を
記
す
に
当
た

り
、
西
陣
表
か
ら
高
機
仲
ヶ
間
へ
と
寄
せ
ら
れ
た
願
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
材
料
値
段
の
変
動
と
そ
れ
に
伴
う
利
益
率
の
低
下
で
最
初
に
困
窮

す
る
の
は
実
際
に
生
産
に
当
た
る
者
、
こ
こ
で
は
西
陣
表
の
「
下
職
人
」
た
ち

で
あ
り
、
そ
の
職
人
た
ち
か
ら
彼
ら
の
利
害
を
代
表
す
る
者
、
こ
こ
で
は
「
高

機
仲
ヶ
間
行
事
」
に
向
け
て
願
書
が
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
行
事
は
そ
れ

ら
主
張
を
整
理
し
た
上
で
さ
ら
に
上
級
の
仲
間
組
織
、
こ
こ
で
は
「
西
陣
高
機

御
行
事
」
に
対
し
て
願
書
を
し
た
た
め
、
御
店
側
と
の
議
論
を
行
う
よ
う
提
案

し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

生
産
・
流
通
に
お
け
る
分
業
体
制
を
考
え
る
基
礎
作
業
と
し
て
、
御
店
と
そ

こ
に
出
入
す
る
諸
々
の
業
者
と
の
関
係
を
九
件
の
史
料
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
き

た
。
こ
こ
で
は
特
に
、
請
負
契
約
の
内
容
、
同
業
者
仲
間
結
成
の
意
義
、
仲
間

願
書
の
果
た
し
た
役
割
に
注
目
し
た
。

　

請
負
契
約
は
御
店
が
業
者
を
選
び
定
期
的
に
仕
事
を
与
え
た
も
の
だ
が
、
保

証
と
し
て
互
助
組
織
の
連
帯
を
求
め
て
お
り
、
証
文
に
は
、
不
測
の
事
態
に
は

請
人
と
共
同
し
て
当
た
り
御
店
に
一
切
迷
惑
を
か
け
な
い
、
と
の
文
言
が
記
さ

れ
て
い
た
。
経
営
規
模
の
大
き
く
な
い
者
た
ち
に
と
っ
て
、
同
業
者
間
の
互
助

は
日
頃
か
ら
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
御
店
は
こ
う
し
た
支
援
体
制
の
確

認
を
契
約
の
前
提
と
し
て
求
め
た
。

　

こ
う
し
て
準
備
さ
れ
た
保
証
で
あ
る
が
、
業
者
の
過
失
や
天
災
な
ど
の
不
可

抗
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
に
、
御
店
自
ら
が
対
応
す
る
例
が
散
見
す
る
。
不

慮
の
事
故
に
対
し
請
負
業
者
が
全
て
の
責
務
を
全
う
す
る
の
が
約
定
本
来
の
姿

で
あ
る
が
、
損
失
拡
大
を
防
ぎ
利
益
を
守
る
と
い
う
現
実
的
な
判
断
の
も
と
、

御
店
が
当
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

生
産
・
流
通
の
過
程
に
は
様
々
な
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
た
め
、
連
帯
保
証
人

の
準
備
は
計
画
的
な
生
産
・
流
通
活
動
を
維
持
す
る
上
で
重
要
な
手
続
き
で

あ
っ
た
。
不
測
の
事
態
の
多
く
は
規
定
通
り
業
者
と
請
人
の
責
任
の
も
と
処
理

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
分
業
体
制
の
潤
滑
な
運
用
は
業
者
が
本
来
的
に
有

し
た
相
互
扶
助
の
機
能
に
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
障
害

の
規
模
が
と
く
に
大
き
く
、
他
業
へ
の
影
響
の
広
が
り
が
懸
念
さ
れ
る
も
の
に

関
し
て
は
、
御
店
が
肩
代
わ
り
を
し
速
や
か
な
解
決
を
は
か
る
こ
と
で
、
御
店

の
利
益
と
困
窮
す
る
業
者
の
生
業
を
守
っ
て
い
た
。
零
細
な
出
入
業
者
の
連
帯

は
、
御
用
を
請
け
負
う
べ
き
責
任
能
力
を
担
保
す
る
た
め
、
ま
た
有
事
に
際
し

御
店
介
入
に
よ
る
解
決
を
促
す
た
め
に
前
提
と
な
る
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

御
店
と
業
者
の
協
働
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

註１�

『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
（
財
団
法
人
三
井
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
七
―

一
六
二
頁
）
に
拠
れ
ば
、
京
本
店
の
職
務
は
仕
入
部
門
、
加
工
部
門
、
輸
送
部
門
、

特
定
店
の
仕
入
・
加
工
に
専
従
す
る
部
門
と
、
店
舗
管
理
部
門
に
大
別
さ
れ
る
と
い

う
（
享
保
年
間
「
商
録
記
」「
役
付
帳
」
参
照
）。

２�

先
掲
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
（
三
七
、
六
二
、
三
九
〇
頁
）
は
、
天
和
元

（
一
六
八
一
）
年
に
西
陣
織
者
の
直
買
店
と
し
て
設
置
さ
れ
た
上
之
店
の
成
立
が
、
西

陣
の
織
屋
や
仲
買
商
の
動
向
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
み
る
。
そ
し
て
御
店
側

（11）



に
と
っ
て
の
効
用
と
し
て
、
従
来
の
現
金
売
買
を
主
と
す
る
取
引
と
異
な
り
安
値
で

計
画
的
に
仕
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
現
金
決
済
下
で
は
織
屋
と
呉
服
屋

の
関
係
は
対
等
だ
が
、「
先
金
廻
し
」
に
よ
り
織
屋
は
呉
服
屋
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

３�

『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
（
六
六
頁
）
で
は
、
京
本
店
と
職
人
の
関
係
に
つ
い

て
、
古
く
は
懇
意
の
職
人
で
も
店
か
ら
の
内
借
り
は
認
め
な
い
時
代
も
あ
っ
た
が
、

元
禄
末
期
の
「
支
配
勤
集
」
で
は
内
借
り
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
京

本
店
が
職
人
に
対
し
「
特
定
の
支
配
力
、
拘
束
力
を
持
つ
関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
三
井
事
業
史
』
内
で
繰
り

返
し
論
じ
ら
れ
る
理
解
で
あ
る
。

４�

西
陣
の
絹
織
物
業
者
に
対
す
る
前
貸
し
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
西
陣
の
諸
家
に
伝
わ
っ
た
古
記
録
か
ら
絹
織
物
や
西
陣
機
織
に
関
わ
る

資
料
を
選
定
、
集
録
し
た
「
西
陣
天
狗
筆
記
」（
井
関
政
因
、
弘
化
二
（
一
八
四
五
）

年
）
に
詳
し
い
。

５�

本
一
四
八
二
―
一
八
―
二
二
（『
三
井
文
庫
所
蔵
史
料　

一
件
書
類
目
録
（
京
本
店

等
原
所
蔵
分
）』
財
団
法
人
三
井
文
庫
、
一
九
九
三
年
）
以
下
、
整
理
番
号
の
み
を
記

す
。
ま
た
本
稿
中
で
「
目
録
」
と
し
た
場
合
は
全
て
同
目
録
を
指
す
。

６�

目
録
は
異
な
る
理
解
を
し
て
お
り
、「
布
屋
大
野
屋
平
左
衛
門
買
方
請
負
証
文
様

式
」
の
題
名
を
付
し
、
差
出
を
京
本
店
と
し
て
い
る
。

７�

前
稿
（「
三
井
越
後
屋
呉
服
店
の
職
方
組
織
―
天
明
期
の
調
書
と
年
譜
願
を
め
ぐ
っ

て
―
」『
文
化
女
子
大
学
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
研
究　

第
19
集
』
二
〇
一
一
年
）

に
て
検
討
。
京
本
店
に
出
入
す
る
生
産
加
工
職
人
に
つ
い
て
は
、
調
書
の
中
に
そ
の

経
営
状
態
を
評
価
し
た
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

８�

本
一
四
八
九
―
三
一
―
一

９�

本
一
四
六
三
―
一
一
―
四

10�

本
一
四
六
五
―
五
―
一
七

11�

続
五
六
二
―
九

12�

続
五
六
二
―
一
四

13�

一
四
五
二
―
二
三
―
一

14�

続
五
六
二
―
三

15�

続
五
六
二
―
四

【
付
記
】

　

史
料
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
は
、
財
団
法
人
三
井
文
庫
の
皆
様
に
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
尚
、
本
研
究
は
文
部
科
学
省
設
置

に
よ
る
服
飾
文
化
共
同
研
究
拠
点
の
研
究
助
成
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
・「
き
も
の
」
文

化
に
関
す
る
研
究
）
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
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